
   東京大学医科学研究所図書室利用規則 

 

平成１６年１月１５日制定 

平成１９年９月２０日改正 

平成３０年２月１５日改正 

令和 元年９月１９日改正 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、東京大学医科学研究所図書室規則第３条の規定に基づき、東京

大学医科学研究所図書室（以下「図書室」という。）の利用について、必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

 （開室） 

第２条 図書室の開室日時は、次のとおりとする。 

 平日９：００から１７：００まで 

 ただし、１２：００から１３：００まではカウンター業務を休止する。 

２ 次条第１号から第３号に掲げる利用者は、所定の手続きを経て、開室時間外に図

書室を利用することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、東京大学医科学研究所広報・図書・情報処理委員会委

員長（以下「委員長」という。）が必要と認めたときは、開室日時を変更することが

できる。 

 

 （利用者） 

第３条 図書室を利用することができる者は、次のとおりとする。 

（1） 東京大学医科学研究所（以下「研究所」という。）の教職員（非常勤を含

む。） 

（2） 研究所が受け入れた大学院生、研究生、その他の研究者 

（3） 前２号以外の者で研究所研究分野長又は研究所附属施設長の申出に基づき、 

研究所長が許可した者 

（4） 研究所元教官又は元教員 

（5） 研究所以外の東京大学の教職員（非常勤を含む。）、大学院生、学部学生、研 

究生で、図書室所蔵の図書及びその他の資料（以下「図書資料」という。）の

利用を申し出た者 

（6） 図書室所蔵の図書資料の利用を希望した一般利用者 

 

 （利用手続） 



第４条 図書室の利用を希望する者は、所定の手続きをとるものとする。 

 

 （閲覧） 

第５条 利用者は、図書資料を図書室内で閲覧することができる。 

２ 図書資料を閲覧した者は、所定の場所に返却するものとする。 

 

 （資料の利用の制限） 

第６条 次の各号に掲げる場合においては閲覧することができない。 

（1） 図書資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第５条第１

号、第２号及び第４号イに掲げる情報（個人情報に関わる部分）が記録されて

いると認められる場合における、当該情報が記録されている部分 

（2） 図書資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第５条第２号に規定する法人等

から寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間 

（3） 図書資料の原本を利用させることにより当該原本の破損もしくはその汚損を

生じるおそれがある場合又は当該原本が現に使用されている場合 

 

 （貸出） 

第７条 第３条第１号から第３号及び第５号に掲げる利用者は、貸出禁止の図書資料

を除き、貸出票に所定の事項を記入し、貸出を受けることができる。 

２ 貸出図書資料種別、冊数及び期間は、次のとおりとする。 

利用者区分 図書資料種別 冊数 期間 

第３条第１号～第３号 
図書 ５冊 １週間 

製本雑誌 ８冊 １日 

第３条第５号 図書 ５冊 １週間 

３ 図書資料の貸出手続の時間は、図書事務室業務時間内とする。 

４ 同条第１項により借り受けた図書資料は、延滞または予約のない場合、貸出期間

を１回に限り更新することができる。ただし、製本雑誌は対象外とする。 

 

 （返却） 

第８条 図書資料の貸出を受けた者は、貸出期間内に必ず返却しなければならない。 

２ 委員長は、特に必要と認めるときは、貸出期間内であっても、貸出図書資料の返

却を求めることができる。 

３ 利用者が、退職、転任、退所等により、図書室の利用資格を失うときは、貸出を

受けた図書資料を直ちに返却しなければならない。 

４ 図書資料の返却手続の時間は、図書事務室業務時間内とする。 



 

 （転貸の禁止） 

第９条 利用者は、貸出を受けた図書資料を他に転貸してはならない。 

 

 （参考調査） 

第１０条 研究所所属の利用者は、研究、教育上必要があるときは、参考となる情報

の提供又は関係図書館資料の調査について、図書室に依頼することができる。 

 

 （相互利用） 

第１１条 研究所所属の利用者は、研究、教育上必要があるときは、図書室以外の図

書館等が所蔵する図書資料の利用について図書室に依頼することができる。 

２ 前項の利用に要する費用は、依頼者が負担しなければならない。 

 

 （施設の利用の制限） 

第１２条 委員長は、研究所の行事等、研究所の研究及び教育に支障をきたすおそれ

がある場合は、図書室の利用を制限することができる。 

２ 委員長は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対して、図書室の

利用を制限又は禁止し、又は退室を命ずることができる。 

３ 委員長は、附属図書館長が利用停止を求めた利用者に対して、図書室の利用を停

止することができる。 

 

 （賠償責任） 

第１３条 利用者は、故意又は重大な過失によって図書資料又は図書室の設備・備品

等を亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。 

 

 （雑則） 

第１４条 図書資料を利用者の閲覧に供するため、図書資料の目録及びこの規則を常

時閲覧室に備え付けるものとする。 

 

第１５条 この規則に定めるもののほか、図書室の利用に関し必要なことは、東京大

学医科学研究所広報・図書・情報処理委員会が定めるところによるものとする。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１６年１月１５日から施行し、平成１６年４月１日から適用す

る。 

   附 則 



 この規則は、平成１９年９月２０日から施行し、平成１９年４月１日から適用す

る。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、令和元年９月１９日から施行する。 


